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柏 崎 市 規 則 第 ５ ５ 号  

新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 倫 理 の 保 持 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 倫 理 の 保 持 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 条 例 第 ２ ８ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ）

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 審 査 会 の 会 長 ）  

第 ２ 条   条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 柏 崎 市 職 員 倫 理 審 査 会（ 以 下「 審  

査 会 」 と い う 。 ） に 会 長 を 置 く 。  

２  会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。  

３  会 長 は 、 審 査 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら

か じ め 会 長 の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 審 査 会 の 会 議 ）  

第 ３ 条  審 査 会 の 会 議 ( 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ) は 、 会 長 が 招

集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

２  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 者 の 出 席 が な け れ ば 、 こ れ を

開 く こ と が で き な い 。  

３  会 議 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数

の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 審 査 会 の 庶 務 ）  

第 ４ 条  審 査 会 の 庶 務 は 、 総 合 企 画 部 人 事 課 に お い て 処 理 す

る 。  

（ 倫 理 監 理 者 ）  



第 ５ 条  条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 の 職 員 倫 理 を 監 理 す る 職 員 ( 以 下

「 倫 理 監 理 者 」 と い う 。 ) は 、 次 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ

て 充 て る 。  

⑴  新 潟 県 柏 崎 市 行 政 組 織 規 則（ 平 成 １ ４ 年 規 則 第 ９ 号 ）第 ９ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 部 長  

⑵  危 機 管 理 監  

⑶  会 計 管 理 者  

⑷  ガ ス 水 道 局 長  

⑸  消 防 本 部 総 務 課 長  

⑹  教 育 部 長  

⑺  選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長  

⑻  監 査 委 員 事 務 局 長  

⑼  農 業 委 員 会 事 務 局 長  

⑽  議 会 事 務 局 長  

⑾  高 柳 町 事 務 所 長  

⑿  西 山 町 事 務 所 長  

２  倫 理 監 理 者 は 、条 例 及 び 職 員 倫 理 規 則 ( 条 例 第 ６ 条 第 １ 項

の 職 員 倫 理 規 則 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 定 め る 事 項 の 実 施 に

関 し 、 次 に 掲 げ る 職 務 を 行 う も の と す る 。  

⑴  職 員 か ら の 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う こ

と 。  

⑵  職 員 が 特 定 の 者 と 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 関 係

を 持 つ こ と が な い か ど う か の 確 認 に 努 め 、 そ の 結 果 に 基

づ き 、 職 員 倫 理 の 保 持 に 関 し 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う

こ と 。  

⑶  違 反 行 為 （ 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 の 違 反 行 為 を い う 。 ） が

あ っ た 場 合 又 は こ れ に 至 る お そ れ の あ る 場 合 に 、 そ の 旨

を 任 命 権 者 に 報 告 す る こ と 。  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 職 員 倫 理 規 則 に 定 め る 事

項 の 実 施 に 関 す る こ と 。  

（ 職 場 倫 理 指 導 員 ）  



第 ６ 条  倫 理 監 理 者 を 補 佐 す る た め 、 そ れ ぞ れ の 課 等 の 組 織

（ 以 下 「 各 所 属 」 と い う 。 ） ご と に 職 場 倫 理 指 導 員 を 置 く 。  

２  職 場 倫 理 指 導 員 は 、 各 所 属 の 長 を も っ て 充 て る も の と す

る 。 た だ し 、 前 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 所 属 の う ち 消 防 本 部 総 務

課 に あ っ て は 同 課 課 長 代 理 を も っ て 、 同 項 第 ７ 号 か ら 第 １

０ 号 ま で の 所 属 に あ っ て は 局 長 代 理 を も っ て 、 同 項 第 １ １

号 及 び 第 １ ２ 号 の 所 属 の う ち 総 務 課 に あ っ て は 同 課 総 務 係

長 を も っ て 充 て る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。 た だ し 、 審 査 会 の 運

営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、

第 ２ 条 、 第 ３ 条 及 び 第 ７ 条 た だ し 書 の 規 定 は 、 平 成 ２ ３ 年 １

２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


